
新
大
陸
か
ら
ョ
１
ロ
ッ
パ
ヘ
キ
ナ
樹
皮
の
渡
来
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
説
（
以
下
キ
ナ
伝
説
）
が
あ
る
。
ス
ペ
イ
ン
の
チ
ン
チ
ョ
ン

（
ｇ
旨
９
９
）
伯
爵
夫
人
が
、
夫
が
副
王
の
地
位
に
あ
っ
た
ペ
ル
ー
で
三
日
熱
に
か
か
っ
た
。
こ
れ
が
先
住
民
が
使
っ
て
い
た
キ
ナ
樹
皮
で
完

治
し
た
の
で
、
キ
ナ
樹
皮
を
ョ
－
ロ
ッ
パ
に
持
ち
帰
っ
て
紹
介
し
普
及
さ
せ
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
リ
ン
ネ
は
キ
ナ
樹
を
○
ヨ
８
９
国

と
命
名
し
た
。
し
か
し
現
在
は
、
こ
の
説
は
史
実
と
し
て
は
否
定
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
ウ
エ
ル
カ
ム
医
事
博
物
館
の
ハ
ギ
ス
田
四
隠
耐
〉
崖
‐

（
１
）

言
・
）
は
、
こ
の
説
を
検
討
し
伝
説
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
示
し
た
。
ハ
ギ
ス
の
論
文
は
詳
細
綿
密
な
も
の
で
、
こ
の
見
解
は
一
般
に
支
持
さ
れ

一
方
で
、
イ
エ
ズ
ス
会
士
に
よ
っ
て
キ
ナ
樹
皮
が
渡
来
、
普
及
し
た
と
の
説
も
有
力
で
あ
る
。

著
者
は
こ
れ
ら
の
説
に
関
心
を
持
ち
、
一
般
史
的
背
景
を
し
ら
べ
る
と
と
も
に
、
チ
ン
チ
ョ
ン
伯
爵
夫
人
に
関
す
る
キ
ナ
伝
説
が
成
立
Ｌ

（
２
）

否
定
さ
れ
た
経
過
を
検
討
し
た
。
チ
ン
チ
ョ
ン
と
い
う
土
地
に
つ
い
て
は
、
別
槁
で
報
告
し
た
。

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

前
記
の
通
説
に
つ
い
て
、
成
害
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

一
、
通
説
と
そ
の
否
定

キ
ナ
樹
皮
渡
来
の
伝
説
を
め
ぐ
っ
て
、

チ
ン
チ
ョ
ン
伯
爵
夫
人
説
と
イ
エ
ズ
ス
会
説 日

本
医
史
学
雑
誌
第
四
十
三
巻
第
二
号
平
成
八
年
十
月
四
日
受
付

平
成
九
年
六
月
二
十
日
発
行
平
成
九
年
三
月
七
日
受
理

泉
彪
之
助
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「
チ
ン
チ
ョ
ン
の
町
は
二
つ
の
こ
と
で
ョ
－
ロ
ッ
パ
中
に
知
ら
れ
て
い
る
。

ひ
と
つ
は
一
七
世
紀
の
チ
ン
チ
ョ
ン
伯
夫
人
ア
ナ
・
デ
・
オ
ソ
リ
オ
が
、
当
時
ョ
－
ロ
ッ
パ
で
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
キ
ナ
を
夫
の
住

む
ペ
ル
ー
か
ら
輸
入
し
て
下
熱
の
特
効
薬
と
し
て
紹
介
し
、
こ
れ
が
後
年
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
植
物
学
者
リ
ン
ネ
に
よ
っ
て
チ
ン
チ
ョ
ー
ナ
と

（
３
）

命
名
さ
れ
た
こ
と
。
ち
な
み
に
英
語
は
Ｑ
胃
宮
口
“
、
キ
ニ
ー
ネ
と
い
う
の
は
オ
ラ
ン
ダ
語
か
ら
き
て
い
る
」
（
注
Ｉ
）

．
七
世
紀
に
は
ペ
ル
ー
か
ら
驚
異
的
な
薬
キ
ナ
皮
が
輸
入
さ
れ
た
。
キ
ナ
皮
は
ペ
ル
ー
の
現
地
人
が
薬
用
に
使
用
し
て
い
た
が
、
一
六
三

八
年
、
ペ
ル
ー
の
総
督
シ
ン
コ
ン
９
巨
貝
○
三
口
ｇ
ｏ
ご
伯
爵
夫
人
が
リ
マ
で
マ
ラ
リ
ア
熱
に
か
か
っ
た
と
き
キ
ナ
皮
を
服
用
し
て
全
快
し
た
。

そ
こ
で
一
六
四
○
年
、
そ
の
侍
医
ジ
ュ
ア
ン
・
デ
ル
・
ベ
ゴ
旨
ｇ
ロ
①
一
ぐ
①
彊
が
ス
ペ
イ
ン
へ
持
ち
帰
り
、
「
伯
爵
夫
人
散
薬
」
の
名
で
ョ

－
ロ
ッ
パ
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
（
中
略
）
キ
ナ
皮
は
尿
、
汗
あ
る
い
は
喀
疾
に
よ
っ
て
病
毒
を
排
泄
し
な
い
で
素
晴
ら
し
い
下
熱

（
４
）

作
用
を
現
わ
す
。
こ
れ
は
従
来
の
液
体
病
理
説
で
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
、
そ
の
原
理
を
お
び
や
か
す
も
の
（
以
下
略
）
」

「
キ
ナ
ノ
キ
は
、
一
六
三
八
年
頃
、
ペ
ル
ー
総
督
チ
ン
チ
ョ
ー
ン
（
ｇ
ヨ
ｇ
ｏ
己
伯
爵
夫
人
の
激
し
い
間
欠
熱
に
使
わ
れ
て
、
そ
の
病
気
を

治
し
た
の
で
、
ョ
Ｉ
ロ
ッ
パ
ヘ
持
っ
て
来
ら
れ
た
。
こ
の
キ
ナ
ノ
キ
の
薬
効
は
、
た
ち
ま
ち
、
賞
賛
を
博
す
る
こ
と
に
な
り
、
数
年
も
た
た

な
い
う
ち
に
ョ
－
ロ
ッ
パ
全
土
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
薬
品
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
一
派
の
イ
エ
ズ
ス
会
の
会
員
が
、
大
部
分
を
配
布
し
た
の
で
、
こ
れ
を
〃
イ
エ
ズ
ス
樹
皮
〃
も
し
く
は
〃
イ

エ
ズ
ス
散
″
〃
枢
機
卿
散
″
〃
教
父
散
″
な
ど
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
こ
れ
は
、
伯
爵
夫
人
散
、
ペ
ル
ー
皮
、
ペ
ル
ー
散
、
熱

（
５
）

皮
、
赤
皮
、
黄
皮
と
も
、
ま
た
、
そ
の
ほ
か
、
語
源
の
類
似
し
た
名
称
で
呼
ば
れ
た
」

「
彼
（
第
四
代
チ
ン
チ
ョ
ン
伯
爵
ル
イ
ス
・
ヘ
ロ
ニ
モ
・
フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ス
）
の
二
番
目
の
夫
人
ド
ニ
ャ
・
フ
ラ
ン
シ
ス
カ
・
エ
ン
リ
ヶ
ス
・
デ
・

リ
ベ
ラ
は
、
イ
ン
デ
ィ
オ
が
マ
ラ
リ
ア
の
薬
と
し
て
も
ち
い
て
い
た
キ
ナ
を
、
一
六
三
二
年
に
ス
ペ
イ
ン
に
紹
介
し
、
そ
の
普
及
に
貢
献
し
、

さ
ら
に
ョ
－
ロ
ッ
パ
に
も
紹
介
し
普
及
さ
せ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
伯
爵
よ
り
も
有
名
に
な
っ
た
。
彼
女
の
名
誉
の
た
め
に
キ
ナ
は
チ
ン
チ
ョ

（
６
）

－
ナ
《
呂
冒
８
９
国
》
と
名
付
け
ら
れ
た
」
（
泉
訳
）
（
注
２
）
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こ
れ
に
た
い
し
、
通
説
を
否
定
す
る
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
（
原
著
論
文
は
別
記
）
。

「
キ
ナ
の
樹
の
学
名
は
リ
ン
ネ
の
二
つ
の
誤
り
に
も
と
づ
い
て
付
け
ら
れ
た
。
こ
の
誤
り
は
キ
ナ
樹
発
見
の
直
後
に
根
拠
の
な
い
伝
説
が
生

ま
れ
た
こ
と
を
思
え
ば
許
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
リ
ン
ネ
は
幻
想
的
な
偽
り
の
伝
説
を
真
に
受
け
て
、
そ
の
樹
に
キ
ン
コ
ー
ナ
と
名
付
け

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
時
ペ
ル
ー
の
総
督
と
し
て
ス
ペ
イ
ン
王
の
代
理
を
し
て
い
た
キ
ン
コ
ン
伯
爵
の
夫
人
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
・
ド
・
リ

ベ
ラ
に
敬
意
を
表
し
て
名
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

キ
ン
コ
ン
伯
爵
夫
人
は
キ
ナ
皮
に
よ
っ
て
マ
ラ
リ
ア
か
ら
救
わ
れ
た
。
そ
こ
で
伯
爵
夫
人
は
こ
の
薬
を
非
常
に
お
気
に
召
さ
れ
、
貧
し
い

人
々
に
こ
れ
を
あ
た
え
ら
れ
た
の
で
、
こ
の
薬
は
〃
伯
爵
夫
人
の
散
薬
″
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
も
伯
爵
夫
人
は
こ
れ
を
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
も
っ
て
行
き
、
疫
病
の
治
療
薬
と
し
て
紹
介
し
た
。
こ
の
伝
説
を
リ
ン
ネ
は
実
際
に
あ
っ
た
こ
と
だ
と
思
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
も

っ
と
も
、
そ
の
後
三
世
紀
近
く
の
あ
い
だ
一
般
に
そ
の
よ
う
に
〃
思
わ
れ
て
い
た
″
の
で
あ
っ
た
。
今
日
で
は
、
こ
の
美
し
い
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
が
全
く
の
噂
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
植
物
学
の
偉
大
な
父
は
も
ち
ろ
ん
当
時
こ
の
こ
と
を
知
ら

（
７
）

な
か
っ
た
の
で
、
キ
ン
コ
ー
ナ
が
キ
ナ
の
ラ
テ
ン
名
と
な
っ
た
の
で
あ
る
」

「
ョ
－
ロ
ッ
パ
ヘ
の
キ
ナ
の
紹
介
に
つ
い
て
、
一
般
に
は
伝
説
的
な
見
方
が
流
布
し
て
い
る
。
一
六
三
○
年
に
、
ペ
ル
ー
・
ロ
ハ
の
代
官
が
、

イ
ン
デ
ィ
オ
の
首
長
と
、
後
に
チ
ン
チ
ョ
ン
伯
爵
夫
人
の
お
か
げ
で
病
気
が
な
お
り
、
そ
れ
か
ら
植
物
学
上
の
種
の
Ｑ
胃
言
己
印
と
い
う
名
前

が
で
き
た
な
ど
・
こ
れ
ら
の
説
の
多
く
は
、
ラ
ス
ト
レ
ス
Ｐ
画
の
角
の
の
）
、
ハ
ラ
ミ
ジ
ョ
（
旨
国
日
三
○
）
、
エ
ル
ナ
ン
ド
田
曾
目
且
。
）
、
ゲ
ラ
（
⑦
匡
閏
国
）

に
よ
る
史
料
の
検
討
で
否
定
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
キ
ナ
皮
が
南
ア
メ
リ
カ
か
ら
来
、
セ
ビ
リ
ャ
を
通
っ
て
ョ
－
ロ
ッ
パ
に
入
り
、
イ
エ
ズ

ス
会
士
に
よ
っ
て
（
キ
ナ
皮
は
、
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
散
薬
百
口
目
の
耐
め
昌
国
目
目
）
あ
る
い
は
神
父
の
散
薬
（
目
冒
、
冨
茸
匡
白
）
と
呼
ば
れ
た
）
普

及
し
た
こ
と
を
認
め
る
の
に
合
意
し
よ
う
。
ル
ゴ
Ｐ
侭
○
）
枢
機
卿
の
仲
介
で
、
キ
ナ
で
ル
イ
一
四
世
の
熱
病
が
治
っ
た
と
き
（
枢
機
卿
の
散

薬
（
ｇ
写
○
ｍ
号
一
ｇ
ａ
ｇ
巴
）
）
、
キ
ナ
の
社
会
的
名
声
は
頂
点
に
達
し
た
が
、
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
、
新
し
い
事
実
に
動
転
さ
せ
ら
れ
た
ガ
レ
ノ

ス
派
、
イ
エ
ズ
ス
会
士
が
キ
ナ
普
及
に
役
割
を
果
し
た
こ
と
に
反
感
を
持
つ
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、
が
こ
れ
に
反
対
し
た
。
し
か
し
す
ぐ
明
ら
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文
献
で
は
い
ろ
い
ろ
に
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
チ
ン
チ
ョ
ン
伯
爵
の
正
式
の
職
名
は
ペ
ル
ー
副
王
で
あ
る
。
次
項
で
の
べ
る
よ
う
に
、
ペ
ル

ー
副
王
は
国
家
元
首
に
準
ず
る
高
い
地
位
で
、
そ
の
夫
人
が
関
係
し
た
と
い
う
こ
と
が
人
々
の
想
像
を
か
き
た
て
た
の
で
あ
ろ
う
。
キ
ナ
伝

説
は
、
種
々
の
文
学
的
修
飾
を
受
け
た
よ
う
で
あ
る
。
主
な
異
説
と
史
実
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

ョ
－
ロ
ッ
パ
ヘ
キ
ナ
が
渡
来
し
た
年
代
は
、
多
数
の
説
が
あ
る
が
一
七
世
紀
前
半
、
一
六
○
○
年
代
か
ら
一
六
三
○
年
代
で
あ
る
ら
し
い
。

二
）
チ
ン
チ
ョ
ン
伯
爵
夫
人
の
関
与

伝
説
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
チ
ン
チ
ョ
ン
伯
爵
が
ペ
ル
ー
副
王
の
職
に
あ
っ
た
と
き
、
伯
爵
夫
人
が
ペ
ル
ー
で
三
日
熱
に
罹
患
し
、
そ

れ
が
キ
ナ
樹
皮
で
軽
快
し
た
た
め
、
ョ
Ｉ
ロ
ッ
パ
ヘ
伝
え
ら
れ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

伯
爵
夫
人
が
キ
ナ
の
効
力
を
知
っ
た
過
程
も
い
ろ
い
ろ
い
わ
れ
、
あ
る
説
で
は
、
夫
人
が
マ
ラ
リ
ア
で
病
床
に
伏
し
て
い
た
と
き
、
副
王

（
９
）

家
に
つ
と
め
て
い
た
イ
ン
デ
ィ
オ
の
少
女
が
キ
ナ
の
効
力
を
知
ら
せ
た
と
い
う
。

伯
爵
夫
人
が
キ
ナ
を
人
々
に
与
え
た
の
は
、
ペ
ル
ー
で
と
い
う
説
と
、
ス
ペ
イ
ン
に
帰
国
後
、
領
地
チ
ン
チ
ョ
ン
の
貧
し
い
人
た
ち
に
キ

ナ
を
分
け
た
と
い
う
説
と
あ
る
。
ま
た
別
の
説
で
は
、
夫
人
が
キ
ナ
を
ア
ル
カ
ラ
・
デ
・
エ
ナ
レ
ス
大
学
（
マ
ド
リ
ッ
ド
大
学
の
前
身
）
に
送

（
１
）

り
、
そ
れ
で
著
名
な
神
学
者
が
治
療
さ
れ
た
と
い
う
。

（
８
）

か
に
な
る
よ
う
に
、
キ
ナ
は
そ
の
時
代
の
薬
学
の
議
論
の
中
心
的
テ
ー
マ
と
な
っ
た
」
（
泉
訳
）
（
注
３
）

こ
れ
ら
の
記
載
か
ら
、
チ
ン
チ
ョ
ン
伯
爵
夫
人
の
貢
献
は
広
く
流
布
し
て
い
る
が
、
伝
説
で
あ
る
こ
と
が
定
説
と
な
っ
て
い
る
と
認
め
ら

れ
よ
う
。

（
４
）

チ
ン
チ
ョ
ン
伯
爵
夫
人
自
身
が
キ
ナ
を
ョ
－
ロ
ッ
パ
に
も
ち
帰
っ
た
の
で
な
く
、
伯
爵
あ
る
い
は
伯
爵
夫
人
の
侍
医
（
百
四
国
里
く
①
喝
ま
た

（
二
）
侍
医
の
役
割

二
、
伝
説
の
内
容
と
異
説
・
史
実
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ス
ペ
イ
ン
の
医
学
史
家
ゲ
ラ
（
の
巨
閏
目
．
国
）
は
、
ル
ゴ
枢
機
卿
（
一
五
八
三
’
一
六
六
○
）
の
経
歴
を
の
べ
て
い
る
。
ホ
ア
ン
・
デ
・
ル
ゴ

（
旨
四
．
号
冒
唱
）
は
、
マ
ド
リ
ッ
ド
の
貴
族
の
家
に
生
ま
れ
、
サ
ラ
マ
ン
カ
大
学
で
法
律
を
学
び
、
サ
ラ
マ
ン
カ
で
兄
に
従
っ
て
イ
エ
ズ
ス

会
に
入
会
し
た
。
故
国
で
哲
学
を
教
え
て
い
た
が
、
一
六
一
三
年
に
ロ
ー
マ
の
グ
レ
ゴ
リ
ア
ン
大
学
の
教
授
に
任
命
さ
れ
た
。
一
六
四
三
年

に
教
皇
ウ
ル
バ
ン
八
世
に
仕
え
、
枢
機
卿
と
な
っ
た
。
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
ア
ロ
ン
ソ
・
メ
ヒ
ア
・
ベ
ネ
ガ
ス
（
一
六
三
二
年
）
あ
る
い
は
バ
ル

（
９
）

ト
ロ
メ
・
タ
フ
ー
ル
（
一
六
四
五
年
）
が
ペ
ル
ー
か
ら
の
使
節
の
一
員
と
し
て
ロ
ー
マ
に
き
た
と
き
、
キ
ナ
を
受
け
取
っ
た
と
い
う
。
ル
ゴ
枢

チ
ン
チ
ョ
ン
伯
爵
夫
人
と
共
に
伝
説
に
出
て
く
る
の
が
、
イ
エ
ズ
ス
会
士
で
あ
る
。

イ
エ
ズ
ス
会
士
の
場
合
、
修
道
士
バ
ル
ト
ロ
メ
・
タ
フ
ー
ル
（
刃
．
厩
耳
言
さ
目
の
弓
呉
員
）
、
ア
ロ
ン
ソ
・
メ
ヒ
ア
・
ベ
ネ
ガ
ス
（
筐
○
口
の
○
冨
関
旨

（
１
）
（
９
）

く
の
己
の
阻
め
）
、
ホ
ァ
ン
・
ロ
ペ
ス
（
旨
四
．
冒
胃
Ｎ
）
な
ど
の
名
前
が
あ
る
。

（
９
）

イ
ン
デ
ィ
オ
が
寒
い
と
き
ふ
る
え
を
と
め
る
の
に
キ
ナ
を
用
い
て
い
る
の
を
、
イ
エ
ズ
ス
会
士
が
見
て
熱
に
試
み
た
と
い
う
説
も
あ
る
。

（
四
）
ル
ゴ
枢
機
卿
（
盲
目
ｇ
ａ
の
目
匡
①
冒
唱
）

（
８
）

ル
ゴ
櫃
機
卿
と
い
う
名
が
、
い
く
つ
か
の
文
献
に
出
て
く
る
。
ル
ゴ
榧
機
卿
の
紹
介
で
ル
イ
一
四
世
の
マ
ラ
リ
ア
が
な
お
っ
た
、
イ
エ
ズ

（
１
）

ス
会
士
に
よ
っ
て
ロ
ー
マ
に
持
ち
込
ま
れ
た
キ
ナ
が
ル
ゴ
枢
機
卿
に
よ
っ
て
受
領
さ
れ
た
、
ロ
ー
マ
で
ル
ゴ
枢
機
卿
の
指
導
で
キ
ナ
が
頒
布

職
で
、

（
四
）

（
９
）

さ
れ
た
な
ど
で
あ
る
。 （

１
）

は
胃
、
旨
煙
二
号
房
隠
（
ホ
ァ
ン
・
デ
・
ベ
ガ
）
）
で
あ
る
と
い
い
、
ま
た
ホ
ア
ン
・
デ
・
ベ
ガ
は
、
ス
ペ
イ
ン
に
樹
皮
を
も
ち
帰
り
、
セ
ピ
リ

（
１
）

ア
で
一
ポ
ン
ド
一
○
○
レ
ア
ル
で
売
っ
た
と
も
い
う
。

（
三
）
ロ
ハ
の
代
官
（
座
８
コ
侭
匙
。
『
鳥
目
首
ま
た
は
冒
〆
画
）

（
１
）
（
８
）

チ
ン
チ
ョ
ン
伯
爵
に
キ
ナ
の
こ
と
を
知
ら
せ
た
人
と
し
て
、
上
の
名
前
が
あ
る
。
代
官
は
、
副
王
・
総
督
・
代
官
と
い
う
職
階
制
の
中
の

（
川
）

職
で
、
一
般
の
住
民
が
直
接
接
し
た
役
人
で
あ
る
。
ロ
ハ
は
、
現
在
の
エ
ク
ア
ド
ル
に
あ
る
。

イ
エ
ズ
ス
会
士
の
役
割
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前
述
の
伝
説
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
異
名
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

伯
爵
夫
人
の
散
薬
あ
る
い
は
伯
爵
夫
人
散
、
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
散
薬
あ
る
い
は
イ
エ
ズ
ス
散
（
（
ラ
）
冒
言
巴
①
の
匡
冒
日
日
）
、
イ
エ
ズ
ス
樹

皮
、
神
父
の
散
薬
あ
る
い
は
教
父
散
（
（
ラ
）
冒
冒
の
己
胃
日
目
）
、
枢
機
卿
の
散
薬
あ
る
い
は
枢
機
卿
散
（
（
ス
ご
○
の
ロ
○
一
ぐ
○
の
号
冒
ｇ
ａ
①
昌
一
）
、

（
４
）
（
５
）
（
７
）
（
８
）
（
７
）

ペ
ル
ー
皮
、
ペ
ル
ー
散
、
熱
皮
、
赤
皮
、
黄
皮
。
や
や
後
の
時
期
に
な
る
と
、
英
国
の
医
師
名
か
ら
タ
ル
ボ
ー
散
と
い
う
異
名
も
あ
る
。

（
７
）

機
卿
は
著
名
な
神
学
者
と
し
て
知
ら
れ
、
そ
の
墓
は
、
遺
言
に
よ
っ
て
イ
エ
ズ
ス
会
創
設
者
イ
グ
ナ
チ
オ
・
デ
・
ロ
ョ
ラ
の
墓
の
近
く
に
あ
る
。

一
四
九
二
年
、
コ
ロ
ン
ブ
ス
は
、
イ
ス
ラ
ム
・
ス
ペ
イ
ン
最
後
の
王
国
グ
ラ
ナ
ダ
王
国
を
滅
ぼ
し
て
レ
コ
ン
キ
ス
タ
を
完
成
し
た
ば
か
り

の
ス
ペ
イ
ン
王
カ
ト
リ
ッ
ク
両
王
か
ら
、
西
方
航
路
出
帆
の
許
可
と
援
助
を
得
て
航
海
に
乗
り
出
し
た
。
出
帆
に
先
立
っ
て
コ
ロ
ン
ブ
ス
は
、

新
大
陸
に
到
達
し
た
と
き
の
利
権
を
確
保
す
る
た
め
、
両
王
と
の
間
に
サ
ン
タ
・
フ
ェ
の
協
約
を
結
ん
だ
。
こ
の
協
約
に
は
、
副
王
と
い
う

名
称
と
地
域
支
配
権
を
含
む
種
々
の
特
権
が
保
証
さ
れ
て
お
り
、
も
し
こ
の
協
約
が
履
行
さ
れ
れ
ば
、
新
大
陸
の
一
部
が
実
質
的
に
コ
ロ
ン

ブ
ス
の
私
領
と
な
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。
し
か
し
新
大
陸
到
達
後
も
、
コ
ロ
ン
ブ
ス
の
側
の
失
態
も
あ
っ
て
約
束
は
守
ら
れ
ず
、
コ
ロ
ン
ブ

（
川
）
（
Ⅱ
）

ス
は
失
意
の
中
に
世
を
去
り
、
新
大
陸
は
純
粋
に
ス
ペ
イ
ン
王
国
の
植
民
地
と
し
て
統
治
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
方
、
東
方
航
路
開
拓
に
熱
心
で
あ
っ
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
は
西
方
航
路
に
も
関
心
を
持
ち
、
ス
ペ
イ
ン
と
利
害
が
衝
突
し
た
。
こ
の
摩
擦
を

調
整
す
る
た
め
、
一
四
九
四
年
、
両
国
間
に
ト
ル
デ
シ
リ
ア
ス
条
約
が
結
ば
れ
、
こ
の
条
約
の
結
果
、
後
に
現
在
の
ブ
ラ
ジ
ル
が
ポ
ル
ト
ガ

海
を
わ
た
っ
た
ス
ペ
イ
ン
人
は
、
残
虐
な
方
法
で
先
住
民
を
弾
圧
し
権
力
を
確
立
し
た
。
メ
キ
シ
コ
で
栄
え
た
ア
ス
テ
ヵ
王
国
、
ペ
ル
ー

で
栄
え
た
イ
ン
カ
帝
国
も
こ
の
よ
う
に
し
て
ほ
ろ
ぼ
さ
れ
た
。
征
服
者
た
ち
は
、
そ
の
実
績
を
認
め
ら
れ
て
植
民
地
の
支
配
機
構
に
組
み
込

（
叩
）
（
皿
）

ル
の
勢
力
範
囲
に
は
い
っ
た
。

（
五
）
キ
ナ
の
異
名

三
、
ス
ペ
イ
ン
の
新
大
陸
植
民
地
経
営
と
副
王
職
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新
大
陸
植
民
地
は
北
部
と
パ
ナ
マ
以
南
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
を
統
轄
す
る
職
と
し
て
、
メ
キ
シ
コ
に
ヌ
エ
バ
・
エ
ス
パ
ニ
ア

副
王
が
、
ペ
ル
ー
に
ペ
ル
ー
副
王
、
別
名
ヌ
エ
パ
・
カ
ス
テ
ィ
リ
ア
副
王
が
お
か
れ
た
。
ペ
ル
ー
副
王
庁
は
リ
マ
に
あ
っ
た
。
ペ
ル
ー
副
王

（
川
）

領
は
あ
ま
り
に
広
大
で
あ
っ
た
の
で
、
後
に
ヌ
エ
バ
・
グ
ラ
ナ
ダ
、
ラ
・
プ
ラ
タ
の
二
副
王
領
が
設
け
ら
れ
、
三
つ
に
分
割
さ
れ
た
。

（
Ⅲ
）

「
副
王
は
植
民
地
に
お
け
る
最
高
の
責
任
者
と
し
て
、
行
政
、
司
法
、
軍
事
、
財
政
、
教
会
を
監
督
す
る
五
つ
の
大
権
を
委
任
さ
れ
て
い
た
」

「
副
王
は
文
字
通
り
ス
ペ
イ
ン
王
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
り
、
リ
マ
、
メ
キ
シ
コ
市
な
ど
植
民
地
の
首
府
の
壮
麗
な
宮
廷
に
住
み
、
大
勢
の

廷
臣
に
か
し
ず
か
れ
、
非
常
な
高
禄
を
は
み
、
植
民
地
の
あ
ら
ゆ
る
問
題
を
司
る
こ
と
に
な
っ
た
。
（
中
略
）
ス
ペ
イ
ン
の
名
門
中
の
名
門
か

「
あ
と
の
二
つ
の
王
国
、
す
な
わ
ち
〈
イ
ン
デ
ィ
ア
ス
〉
の
ヌ
エ
バ
・
エ
ス
パ
ー
ニ
ャ
（
メ
キ
シ
コ
）
と
ペ
ル
ー
に
関
し
て
だ
け
は
、
カ
ス

テ
ィ
リ
ァ
の
中
央
政
府
で
は
、
ど
う
し
て
も
監
督
が
行
き
届
か
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
副
王
が
、
ス
ペ
イ
ン
王
自
身
と
お
さ
お

（
喝
）

さ
劣
ら
ぬ
ほ
ど
の
実
権
を
握
る
こ
と
に
な
っ
た
」

新
大
陸
か
ら
人
員
と
財
宝
の
収
奪
が
行
わ
れ
た
が
、
ま
た
タ
バ
コ
・
ト
マ
ト
・
馬
鈴
薯
な
ど
の
栽
培
作
物
、
コ
カ
・
グ
ア
ャ
ク
・
吐
根
な

ど
の
薬
物
が
ョ
１
ロ
ッ
パ
に
伝
え
ら
れ
た
。
先
に
の
べ
た
よ
う
に
、
キ
ナ
渡
来
は
一
七
世
紀
に
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る
。

新
大
陸
か
ら
の
物
資
を
の
せ
た
船
は
、
セ
ピ
リ
ア
お
よ
び
カ
デ
ィ
ス
に
寄
港
し
た
。
と
く
に
セ
ビ
リ
ア
は
新
大
陸
貿
易
の
中
心
地

ま
れ
た
が
、
征
服
が
一
段
落
す
る
と
、
新
大
陸
は
植
民
地
と
し
て
の
行
政
機
構
を
整
備
し
、
征
服
者
た
ち
に
代
わ
っ
て
ス
ペ
イ
ン
王
国
が
支

（
叩
）

配
権
を
独
占
し
た
。
そ
の
範
囲
は
、
北
ア
メ
リ
カ
南
部
と
、
ブ
ラ
ジ
ル
を
除
く
南
ア
メ
リ
カ
大
陸
の
主
要
部
分
を
含
ん
だ
。

ス
ペ
イ
ン
本
国
に
は
、
新
大
陸
と
の
通
商
を
管
轄
す
る
セ
ビ
リ
ア
通
商
院
、
新
大
陸
植
民
地
を
統
括
す
る
イ
ン
デ
ィ
ア
ス
（
ス
ペ
イ
ン
の
新

大
陸
植
民
地
の
公
式
名
）
枢
機
会
議
が
設
け
ら
れ
た
。
一
方
、
新
大
陸
植
民
地
に
最
初
は
総
督
と
い
う
職
が
設
け
ら
れ
た
が
、
後
に
広
大
な
新

大
陸
植
民
地
を
支
配
す
る
国
王
代
理
職
と
し
て
副
王
（
（
ス
）
ぐ
胃
亀
、
（
英
）
く
言
閏
身
。
副
王
夫
人
は
（
ス
）
司
弓
の
冒
釦
、
（
英
）
く
門
閏
の
旨
の
）
制

（
聰
）

ら
え
ら
ば
れ
た
こ
れ
ら
の
副
王
」

（
皿
）

が
確
立
し
、
長
く
続
い
た
。
（
注
４
）
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イ
エ
ズ
ス
会
の
創
設
者
イ
グ
ナ
チ
オ
（
イ
グ
ナ
チ
ウ
ス
）
・
デ
・
ロ
ョ
ラ
は
、
一
四
九
一
年
、
ス
ペ
イ
ン
北
東
部
、
バ
ス
ク
地
方
の
ロ
ョ
ラ
城

主
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。
騎
士
と
し
て
出
陣
し
た
フ
ラ
ン
ス
と
の
戦
い
で
重
傷
を
負
っ
た
イ
グ
ナ
チ
オ
は
、
療
養
中
に
回
心
を
体
験
し
、

宗
教
生
活
に
入
っ
た
。
一
五
三
四
年
、
パ
リ
の
モ
ン
マ
ル
ト
ル
の
丘
で
、
イ
グ
ナ
チ
オ
ら
六
人
の
同
志
は
キ
リ
ス
ト
へ
の
奉
仕
を
誓
っ
た
。

こ
れ
が
イ
エ
ズ
ス
会
の
は
じ
ま
り
で
あ
る
。
一
五
三
七
年
、
イ
タ
リ
ア
の
ビ
チ
ェ
ン
ッ
ア
で
同
志
と
今
後
の
方
針
を
検
討
し
、
こ
の
と
き
か

ら
イ
エ
ズ
ス
会
の
名
称
が
使
用
さ
れ
た
。
一
五
四
○
年
三
月
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
王
国
ジ
ョ
ア
ン
三
世
の
要
請
に
よ
っ
て
、
同
志
の
シ
モ
ン
・
ロ

ド
リ
ゲ
ス
と
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル
が
ポ
ル
ト
ガ
ル
領
ゴ
ア
に
派
遣
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
ザ
ビ
エ
ル
が
ゴ
ァ
か
ら
マ
ラ

（
明
）

シ
カ
を
経
て
鹿
児
島
田
之
浦
海
岸
に
上
陸
し
、
日
本
布
教
に
尽
く
し
た
こ
と
は
知
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
。

同
年
九
月
二
七
日
、
教
皇
パ
ウ
ロ
三
世
は
イ
エ
ズ
ス
会
を
正
式
に
修
道
会
と
し
て
認
可
し
た
。
一
五
四
一
年
、
イ
グ
ナ
チ
オ
が
初
代
イ
ェ

（
略
）

ズ
ス
会
総
長
に
就
任
、
一
五
四
四
年
、
ロ
ー
マ
に
イ
エ
ズ
ス
会
本
部
設
立
、
一
五
五
八
年
、
イ
エ
ズ
ス
会
会
憲
が
教
皇
よ
り
認
可
さ
れ
た
。

イ
エ
ズ
ス
会
は
、
マ
ル
チ
ン
・
ル
タ
ー
な
ど
宗
教
改
革
の
開
始
と
発
展
に
対
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
内
に
お
け
る
改
革
に
よ
っ
て
対
抗
し

よ
う
と
し
た
、
い
わ
ゆ
る
対
抗
宗
教
改
革
（
８
巨
昌
の
司
臥
日
冒
禺
旨
ロ
）
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
服
従
、
貧
困
、
独
身
を

（
川
）
（
Ⅲ
）

で
あ
っ
た
。
ラ
イ
ン
・
エ
ン
ト
ラ
ル
ゴ
が
「
キ
ナ
が
セ
ビ
リ
ア
を
通
っ
て
輸
入
さ
れ
た
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
ョ
－
ロ

ッ
パ
の
覇
権
を
争
い
、
ト
ル
コ
の
侵
略
に
抵
抗
し
て
戦
争
に
明
け
暮
れ
た
当
時
の
ス
ペ
イ
ン
王
国
は
、
戦
費
の
た
め
ョ
Ｉ
ロ
ッ
パ
諸
地
方
に

（
川
）
（
皿
）
（
Ｍ
）

多
額
の
借
財
が
あ
り
、
新
大
陸
か
ら
将
来
さ
れ
た
財
宝
も
、
大
部
分
は
借
財
の
返
済
に
他
国
に
送
ら
れ
た
。
栽
培
作
物
や
薬
物
も
、
そ
の
一

部
と
な
っ
た
り
、
あ
る
い
は
同
じ
経
路
で
他
国
へ
伝
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

る
0

キ
ナ
渡
来
の
説
で
は
、
チ
ン
チ
ョ
ン
伯
爵
夫
人
と
な
ら
ん
で
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
名
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
イ
エ
ズ
ス
会
の
歴
史
を
の
べ

舎
１
１
０
、

几
一Ｉ

イ
エ
ズ
ス
会
の
歴
史
と
新
大
陸
に
お
け
る
活
動
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ラ
イ
ン
・
エ
ン
ト
ラ
ル
ゴ
は
、
通
説
を
否
定
し
た
業
績
と
し
て
ハ
ギ
ス
の
名
を
あ
げ
ず
、
ス
ペ
イ
ン
あ
る
い
は
南
米
の
学
者
の
四
名
を
あ

（
８
）
（
９
）

げ
て
い
る
。
著
者
は
、
ゲ
ラ
の
英
文
論
文
を
除
き
、
こ
れ
ら
の
著
者
の
原
著
論
文
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
・
ゲ
ラ
自
身
も
、
の
旨
ｇ
ｏ
目

新
大
陸
の
征
服
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
大
き
く
貢
献
し
た
。
先
の
ト
ル
デ
シ
リ
ア
ス
条
約
に
よ
っ
て
、
ス
ペ
イ
ン
国
王
、
ポ
ル
ト
ガ
ル

国
王
は
新
大
陸
の
領
有
権
を
認
め
ら
れ
た
が
、
同
時
に
ロ
ー
マ
教
皇
に
た
い
し
て
、
先
住
民
を
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
改
宗
す
る
義
務
を
負
っ
た
。

伝
道
師
た
ち
は
次
々
と
新
大
陸
に
わ
た
っ
て
布
教
に
つ
と
め
た
が
、
そ
の
多
く
は
さ
ま
ざ
ま
な
修
道
会
（
ド
ミ
’
一
コ
会
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
、
ア

（
Ⅲ
）

ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
会
、
イ
エ
ズ
ス
会
）
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

イ
エ
ズ
ス
会
は
他
の
修
道
会
か
ら
遅
れ
て
、
一
五
四
九
年
に
ブ
ラ
ジ
ル
に
お
け
る
活
動
を
開
始
し
、
一
六
世
紀
後
半
に
ス
ペ
イ
ン
領
へ
進

出
し
た
。
教
育
活
動
を
重
視
す
る
イ
エ
ズ
ス
会
は
、
と
く
に
新
大
陸
植
民
地
に
お
け
る
教
育
の
普
及
発
展
に
貢
献
し
た
。
イ
エ
ズ
ス
会
は
ま

（
、
）

た
し
ば
し
ば
一
種
の
コ
ロ
ニ
ー
、
教
化
集
落
を
作
り
、
と
き
に
は
奴
隷
狩
り
に
く
る
征
服
者
た
ち
か
ら
先
住
民
を
守
っ
た
。

イ
エ
ズ
ス
会
そ
れ
自
身
は
ョ
－
ロ
ッ
パ
各
地
で
政
治
に
関
与
し
、
権
謀
術
策
に
も
ま
き
こ
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
種
々
の
摩
擦
を
引
き

（
略
）

起
こ
し
た
。
こ
の
た
め
、
植
民
地
統
治
機
構
の
再
編
成
に
と
り
く
ん
だ
ス
ペ
イ
ン
王
カ
ル
ロ
ス
三
世
は
、
王
権
の
強
化
を
め
ざ
し
て
、
一
七

（
川
）

六
七
年
に
ス
ペ
イ
ン
お
よ
び
す
べ
て
の
海
外
領
土
か
ら
イ
エ
ズ
ス
会
士
を
追
放
し
た
。
イ
エ
ズ
ス
会
が
開
拓
に
大
き
な
功
績
を
残
し
た
ブ
ラ

ジ
ル
で
も
、
イ
エ
ズ
ス
会
は
王
権
と
対
立
し
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
国
王
補
佐
役
ポ
ン
パ
ル
侯
爵
は
一
七
五
九
年
に
イ
エ
ズ
ス
会
を
ポ
ル
ト
ガ
ル

（
Ⅲ
）

と
ブ
ラ
ジ
ル
か
ら
追
放
し
た
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
イ
エ
ズ
ス
会
の
新
大
陸
植
民
地
で
の
活
動
は
終
了
し
た
。

ゲ
ラ
に
よ
れ
ば
、
一
七
世
紀
、
イ
エ
ズ
ス
会
は
ペ
ル
ー
の
、
旨
ｇ
ｏ
目
成
育
地
域
に
近
い
と
こ
ろ
に
伝
道
開
拓
地
を
も
ち
、
新
大
陸
、
ス
ペ

（
９
）

イ
ン
の
両
方
の
港
に
貿
易
の
た
め
の
施
設
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
。

（
巧
）
（
坊
）

三
大
綱
領
と
し
た
。

五
、
キ
ナ
伝
説
の
成
立
と
そ
の
否
定

Tワワ

」イイ (37）



に
つ
い
て
多
く
の
記
載
を
引
用
し
、
ス
ペ
イ
ン
語
文
献
を
あ
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
を
入
手
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
点
、
考
察
は
限
ら
れ
た

も
の
に
な
る
が
、
ハ
ギ
ス
と
ゲ
ラ
の
論
文
を
中
心
に
キ
ナ
伝
説
成
立
と
否
定
の
経
過
を
述
べ
た
い
。

（
１
）
（
Ⅳ
）

ハ
ギ
ス
に
よ
れ
ば
、
キ
ナ
伝
説
成
立
の
根
拠
と
な
っ
た
の
は
、
一
六
六
三
年
の
セ
バ
ス
チ
ァ
ノ
・
バ
ド
あ
の
富
、
冒
邑
○
５
号
、
あ
る
い
は

（
肥
）

艀
冨
目
目
色
⑱
因
巴
目
⑩
の
ち
に
国
且
匡
印
）
に
よ
る
記
述
で
あ
る
。
ジ
ャ
ー
コ
ロ
胃
の
言
わ
・
）
に
よ
れ
ば
、
バ
ド
は
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
の
パ
ン
マ
ト
ネ

（
闘
日
自
習
ｏ
ロ
の
）
病
院
の
医
師
で
、
こ
の
病
院
で
キ
ナ
の
効
力
を
実
験
し
、
そ
の
経
験
を
一
六
五
六
年
に
出
版
さ
れ
た
著
書
《
６
○
耳
の
〆
思
時
‐

匡
ぐ
国
①
Ｒ
ａ
ヨ
ぐ
巨
の
白
目
鴇
８
吋
貯
耳
匡
目
》
．
冑
言
府
昌
ぐ
目
－
９
異
ゞ
号
昌
昌
①
『
○
廟
①
ぐ
①
厨
〕
昂
ａ
く
＆
］
で
の
べ
る
と
共
に
、
一
六
六
三
年
に

（
鴫
）

倉
シ
ロ
四
の
国
曾
の
８
日
Ｑ
の
顧
昌
ぐ
園
①
一
》
蜀
①
⑳
昌
吊
昌
目
９
号
①
ｇ
鳥
目
牌
昌
］
で
続
報
し
た
。
バ
ド
は
、
チ
ン
チ
ョ
ン
伯
爵
夫
人
に
つ
い
て

の
事
実
を
、
ペ
ル
ー
に
長
く
住
ん
だ
イ
タ
リ
ア
商
人
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ポ
ロ
（
苫
］
８
昌
○
胃
二
。
ま
た
は
少
昌
○
昌
こ
め
胃
冒
の
）
か
ら
の
手
紙
に
ょ

（
１
）
（
９
）
（
１
）
（
１
）
（
９
）

っ
て
得
た
と
し
た
。
こ
の
手
紙
は
、
ハ
ギ
ス
が
原
文
ラ
テ
ン
語
を
、
ハ
ギ
ス
と
ゲ
ラ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
自
訳
英
訳
を
引
用
掲
載
し
て
い
る
。
そ

「
今
（
一
六
六
三
年
）
か
ら
、
三
、
四
○
年
ほ
ど
前
、
ペ
ル
ー
の
首
都
リ
マ
で
、
副
王
チ
ン
チ
ョ
ン
伯
爵
の
夫
人
が
三
日
熱
に
か
か
っ
た
。
う

わ
さ
は
町
中
に
ひ
ろ
が
り
、
ロ
ハ
ま
で
も
と
ど
い
た
。
ロ
ハ
の
役
所
を
あ
ず
か
っ
て
い
た
一
人
の
ス
ペ
イ
ン
人
が
こ
の
こ
と
を
知
り
、
副
王

に
手
紙
で
「
こ
の
病
気
に
確
実
に
効
く
薬
を
持
っ
て
い
る
」
と
知
ら
せ
た
。

副
王
夫
人
が
薬
を
飲
む
こ
と
を
承
知
し
た
の
で
、
副
王
は
こ
の
男
を
呼
び
寄
せ
、
男
は
手
紙
に
書
い
た
こ
と
を
確
言
し
た
。
副
王
夫
人
が

薬
を
飲
む
と
、
皆
が
驚
い
た
こ
と
に
す
ぐ
病
気
が
な
お
っ
た
。

こ
の
こ
と
が
リ
マ
の
町
に
知
れ
る
と
、
人
々
は
副
王
夫
人
の
と
こ
ろ
に
押
し
寄
せ
、
た
び
た
び
こ
の
病
気
に
悩
ま
さ
れ
る
自
分
た
ち
に
も

こ
の
薬
を
使
わ
せ
て
ほ
し
い
と
願
っ
た
。
伯
爵
夫
人
は
承
知
し
て
、
た
く
さ
ん
の
量
の
樹
皮
を
自
分
の
と
こ
ろ
に
送
ら
せ
た
だ
け
で
な
く
、

病
に
苦
し
む
人
た
ち
に
自
分
の
手
か
ら
も
薬
を
与
え
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
薬
を
投
与
さ
れ
た
人
び
と
は
、
神
の
ご
加
護
で
副
王
夫
人
同
様

に
全
快
し
た
。
こ
の
樹
皮
は
後
に
「
伯
爵
夫
人
の
散
薬
」
（
ス
ペ
イ
ン
語
で
旨
：
。
言
○
の
月
面
ｇ
己
の
温
）
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
（
注
５
）

っ
て
得
た
と
し
た
。
こ
の
手
紙
皿

の
概
要
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
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（
１
罠
２
）

地
位
に
あ
っ
た
。

ハ
ギ
ス
は
、
バ
ド
が
い
う
手
紙
の
現
物
も
写
し
も
存
在
せ
ず
、
こ
こ
に
書
か
れ
た
事
実
を
記
載
し
た
同
時
代
の
記
録
者
も
な
い
の
に
、
こ

（
１
）

の
伝
説
は
一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
し
て
い
る
。

別
槁
に
の
べ
た
よ
う
に
、
ペ
ル
ー
副
王
と
な
っ
た
チ
ン
チ
ョ
ン
伯
爵
は
、
第
四
代
チ
ン
チ
ョ
ン
伯
ル
イ
ス
・
ヘ
ロ
ニ
モ
・
フ
ェ
ル
ナ
ン
デ

ス
ａ
ｏ
ｐ
Ｆ
昌
的
］
の
ａ
昌
日
○
房
ｇ
習
号
い
号
○
号
昂
３
国
ｍ
ｏ
ｇ
ｇ
旨
）
（
ハ
ギ
ス
は
、
の
閏
○
昌
目
○
と
綴
る
）
（
一
五
八
六
’
一
六
四
七
）
で
、
そ
の

夫
人
が
キ
ナ
伝
説
の
主
人
公
で
あ
る
。
ル
イ
ス
・
ヘ
ロ
ニ
モ
・
フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ス
は
、
一
六
二
八
年
か
ら
一
六
三
九
年
ま
で
ペ
ル
ー
副
王
の

（
７
）

キ
ナ
を
求
め
て
一
八
五
九
年
に
南
ア
メ
リ
カ
へ
送
ら
れ
た
イ
ギ
リ
ス
探
検
隊
の
隊
長
マ
ー
カ
ム
（
旨
四
房
冨
日
Ｑ
①
目
の
貝
の
罰
）
は
、
チ
ン

チ
ョ
ン
伯
爵
の
家
系
を
調
べ
、
ア
ス
ト
ル
ガ
（
勝
８
個
“
）
侯
爵
令
嬢
で
、
ル
イ
ス
・
ヘ
ロ
ニ
モ
・
フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ス
の
最
初
の
夫
人
と
な
っ

（
四
）

た
ア
ナ
・
デ
・
オ
ソ
ー
リ
オ
ａ
ｏ
尉
鈩
。
囚
号
○
の
○
国
○
）
を
、
キ
ナ
伝
説
の
主
人
公
と
し
た
。
「
ブ
ル
ー
ガ
イ
ド
・
ワ
ー
ル
ド
ス
ペ
イ
ン
」

（
３
）

が
ア
ナ
を
主
人
公
と
し
た
の
は
、
こ
の
説
に
従
っ
て
い
る
。
し
か
し
ア
ナ
・
デ
・
オ
ソ
ー
リ
オ
は
、
夫
の
副
王
就
任
以
前
の
一
六
二
五
年
に

死
去
し
て
お
り
、
ペ
ル
ー
に
在
住
し
た
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
そ
の
た
め
、
一
六
二
八
年
に
結
婚
し
た
夫
人
、
フ
ラ
ン
シ
ス
カ
・
エ
ン
リ
ヶ

ス
・
デ
・
リ
ベ
ラ
ａ
ｏ
目
印
画
ご
ｇ
い
８
国
目
員
屋
①
国
鳥
固
く
①
国
）
（
ハ
ギ
ス
は
国
①
日
ご
色
の
Ｎ
と
綴
る
）
が
キ
ナ
伝
説
の
主
人
公
と
さ
れ
る
こ
と
に

ス
・
デ
。

、
Ｊ

（
１
１
）

な
っ
た
。

キ
ナ
伝
説
の
正
否
が
一
次
史
料
の
上
で
検
討
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
三
○
年
、
新
大
陸
の
史
料
を
集
め
た
セ
ビ
リ
ァ
の
イ
ン

（
１
）

デ
ィ
ア
ス
文
言
館
で
、
ラ
イ
ト
（
言
月
胃
肖
．
少
．
）
が
ペ
ル
ー
副
王
と
し
て
の
チ
ン
チ
ョ
ン
伯
爵
の
公
用
日
記
を
発
見
し
て
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
日
記
は
、
副
王
秘
書
官
ス
ワ
ル
ド
ｅ
局
．
ロ
○
ご
吟
具
○
昌
○
普
四
ａ
ｏ
）
が
記
録
し
た
も
の
で
、
副
王
と
副
王
夫
人
の
病
気
も
詳
し
く
か
か
れ
て

い
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
副
王
自
身
は
副
王
職
に
あ
っ
た
ほ
と
ん
ど
全
期
間
、
マ
ラ
リ
ア
の
発
作
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
が
、
副
王
夫
人
に
は

（
鋤
）

そ
う
し
た
記
載
が
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
副
王
夫
人
の
病
気
が
キ
ナ
に
よ
っ
て
全
快
し
た
と
の
記
述
も
な
か
っ
た
。

上
の
引
用
の
よ
う
に
バ
ド
は
、
チ
ン
チ
ョ
ン
伯
爵
夫
人
の
ス
ペ
イ
ン
へ
の
帰
還
に
つ
い
て
な
に
も
の
べ
て
い
な
い
が
、
マ
ー
カ
ム
は
、
「
チ
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（
岨
）

ン
チ
ョ
ン
伯
爵
夫
人
が
、
夫
の
領
地
の
病
人
に
キ
ナ
樹
皮
を
与
え
た
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
フ
ラ
ン
シ
ス
カ
・
エ
ン
リ
ヶ
ス
は
、
ス
ペ
イ

（
１
）

ン
へ
帰
国
す
る
途
上
、
一
六
四
一
年
一
月
に
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
カ
ル
タ
ヘ
ナ
で
病
死
し
、
つ
い
に
ョ
Ｉ
ロ
ッ
パ
ヘ
帰
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

ハ
ギ
ス
は
、
チ
ン
チ
ョ
ン
伯
爵
夫
人
の
侍
医
ホ
ア
ン
・
デ
・
ベ
ガ
は
生
涯
新
大
陸
で
教
職
に
あ
り
、
ョ
－
ロ
ッ
パ
ヘ
帰
ら
な
か
っ
た
の
で
、

（
１
）

彼
の
関
与
も
伝
説
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
い
る
が
、
ゲ
ラ
は
ハ
ギ
ス
の
業
績
を
評
価
し
な
が
ら
も
、
ホ
ア
ン
・
デ
・
ベ
ガ
が
ョ
Ｉ
ロ
ッ
パ
ヘ
帰

（
９
）

ら
な
か
っ
た
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
ゲ
ラ
は
、
マ
ド
リ
ッ
ド
の
チ
ン
チ
ョ
ン
伯
爵
の
屋
敷
で
キ
ナ
の
効
力
が
試
み
ら
れ
た

先
に
の
べ
た
よ
う
に
、
キ
ナ
伝
説
に
は
多
数
の
異
説
が
あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
検
証
す
る
の
は
、
ハ
ギ
ス
や
ゲ
ラ
の
論
文
の
内
容

（
１
）

を
繰
り
返
す
だ
け
に
な
っ
て
意
味
が
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
ハ
ギ
ス
の
結
論
の
キ
ナ
伝
説
に
関
す
る
部
分
を
引
用
し
た
い
。

（
一
）
チ
ン
チ
ョ
ン
伯
爵
の
最
初
の
夫
人
ア
ナ
・
デ
・
オ
ソ
ー
リ
オ
は
、
夫
の
ペ
ル
ー
副
王
任
命
前
に
死
去
し
た
。
任
地
ペ
ル
ー
へ
同
行
し

た
の
は
、
次
の
夫
人
フ
ラ
ン
シ
ス
カ
・
エ
ン
リ
ケ
ス
・
デ
・
リ
ベ
ラ
で
あ
る
。

（
二
）
チ
ン
チ
ョ
ン
伯
爵
の
公
用
日
記
に
伯
爵
夫
人
の
薬
あ
る
い
は
重
い
病
気
の
記
載
が
な
い
こ
と
は
、
伯
爵
夫
人
の
シ
ン
コ
ー
ナ
に
よ
る

治
癒
と
い
う
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
物
語
が
、
伝
説
以
上
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
強
く
示
唆
し
て
い
る
。

（
三
）
伯
爵
夫
人
は
、
ョ
－
ロ
ッ
パ
ヘ
は
帰
る
こ
と
な
く
、
一
六
四
一
年
一
月
一
四
日
に
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
カ
ル
タ
ヘ
ナ
で
死
去
し
た
。
し
た

が
っ
て
薬
を
ョ
Ｉ
ロ
ッ
パ
ヘ
も
ち
帰
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
し
、
故
国
の
貧
し
い
ひ
と
た
ち
に
薬
を
分
け
与
え
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。

（
四
）
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
キ
ナ
を
紹
介
し
た
と
さ
れ
る
次
の
人
々
も
、
そ
の
事
実
は
な
い
。

（
９
）

と
い
う
記
載
を
引
用
し
て
い
る
。

（
四
）
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
、
圭

医
師
ホ
ア
ン
・
デ
．

修
道
士
パ
ル
ト
ロ
メ
・
タ
フ
ー
ル

（
以
下
略
）
（
注
６
）

ベ
バ
カ
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ラ
ウ
ォ
ー
ル
は
「
キ
ナ
の
樹
皮
を
正
規
の
医
術
に
用
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
最
大
の
障
害
は
、
体
液
説
や
排
泄
説
に
基
づ
い
て
い
た
当
時

の
医
学
の
各
派
の
説
を
根
底
か
ら
く
つ
が
え
す
こ
と
に
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
医
師
の
あ
る
者
は
、
当
時
の
医
学
の
原
理
に
ま
つ
こ
う
か
ら

対
立
す
る
治
療
薬
を
用
い
る
く
ら
い
な
ら
、
い
っ
そ
死
ん
だ
方
が
ま
し
だ
と
考
え
た
ほ
ど
で
あ
る
。
／
キ
ナ
樹
皮
は
、
一
五
○
○
年
も
の
間
一

糸
乱
れ
ぬ
支
配
権
を
持
っ
て
い
た
ガ
レ
ヌ
ス
主
義
を
、
最
後
と
す
る
た
め
に
打
ち
込
ま
れ
た
一
種
の
模
で
あ
っ
た
・
当
時
の
多
数
の
医
師
は
、

（
５
）

ガ
レ
ヌ
ス
の
知
ら
な
い
、
つ
ま
り
、
ガ
レ
ヌ
ス
の
推
挙
し
な
か
っ
た
薬
品
は
、
一
つ
と
し
て
用
い
よ
う
と
し
な
か
っ
た
」
と
し
て
い
る
。

ガ
レ
ノ
ス
は
小
ア
ジ
ア
の
ペ
ル
ガ
モ
ン
に
生
ま
れ
、
ペ
ル
ガ
モ
ン
、
ス
ミ
ル
ナ
、
コ
リ
ン
ト
、
パ
レ
ス
チ
ナ
、
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
で
学

（
８
）
（
虹
）
（
８
）
（
別
）

び
、
ペ
ル
ガ
モ
ン
の
剣
闘
士
養
成
所
の
医
師
と
な
っ
た
。
紀
元
三
三
年
（
ま
た
は
紀
元
一
六
四
年
ご
ろ
）
に
ロ
ー
マ
に
移
り
、
貴
族
た
ち
の
医

師
と
し
て
成
功
す
る
と
共
に
、
多
く
の
著
作
を
残
し
た
。
彼
は
一
、
二
世
紀
の
人
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
学
説
は
中
世
ま
で
医
学
理
論
の
基

本
と
な
っ
た
。
ガ
レ
ノ
ス
は
、
体
液
説
に
基
づ
き
な
が
ら
他
の
学
説
も
取
り
入
れ
た
折
衷
派
で
あ
り
、
治
療
法
は
体
液
の
異
常
を
除
去
す
る

（
幻
）

発
汗
、
潟
血
、
下
剤
投
与
な
ど
の
方
法
で
あ
っ
た
。

イ
ス
ラ
ム
・
ス
ペ
イ
ン
の
時
代
、
ア
ラ
ビ
ア
医
学
の
紹
介
・
伝
達
の
場
所
と
し
て
ス
ペ
イ
ン
は
重
要
な
地
位
を
占
め
た
が
、
巨
匠
ア
ビ
ヶ

（
虹
）

ン
ナ
を
始
め
ア
ラ
ビ
ア
医
学
で
は
ガ
レ
ノ
ス
の
学
説
が
信
奉
さ
れ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
強
い
勢
力
を
持
つ
ス
ペ
イ
ン
で
は
、
ア
ラ
ビ
ア

医
学
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
双
方
か
ら
の
影
響
に
よ
っ
て
、
ガ
レ
ノ
ス
の
学
説
が
長
く
存
続
し
た
で
あ
ろ
う
。

ガ
レ
ノ
ス
の
批
判
者
ヴ
ェ
サ
リ
ウ
ス
は
、
ス
ペ
イ
ン
に
住
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。
小
川
鼎
三
『
医
学
の
歴
史
」
は
「
ヴ
ェ
サ
リ
ウ
ス
は
ド
イ

（
４
）
（
８
）

派
の
批
判
を
あ
げ
て
い
る
。

キ
ナ
は
ョ
－
ロ
ッ
パ
で
熱
狂
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
が
、
抵
抗
も
あ
っ
た
。
ラ
イ
ン
・
エ
ン
ト
ラ
ル
ゴ
お
よ
び
石
坂
は
、
共
に
ガ
レ
ノ
ス

ユー

ノ、
、

キ
ナ
樹
皮
渡
来
と
ガ
レ
ノ
ス
派
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（
別
）

シ
皇
帝
カ
ル
ル
五
世
お
よ
び
そ
の
子
フ
ィ
リ
ッ
プ
ニ
世
の
侍
医
」
と
し
て
お
り
、
こ
の
カ
ル
ル
五
世
は
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
カ
ー
ル
五
世
で
、

ス
ペ
イ
ン
王
と
し
て
カ
ル
ロ
ス
一
世
の
称
号
を
持
ち
、
初
代
ス
ペ
イ
ン
王
カ
ト
リ
ッ
ク
両
王
の
孫
で
あ
る
。
ヴ
ェ
サ
リ
ウ
ス
は
、
一
五
四
四

（
８
）
（
Ｍ
）

年
に
カ
ー
ル
五
世
の
侍
医
と
な
っ
た
。
カ
ー
ル
五
世
は
、
美
食
と
飲
酒
の
た
め
痛
風
を
病
ん
で
い
た
が
、
侍
医
団
の
忠
告
を
聞
か
な
か
っ
た
。

フ
ィ
リ
ッ
プ
ニ
世
は
ス
ペ
イ
ン
王
フ
ェ
リ
ペ
ニ
世
で
、
別
槁
で
報
告
し
た
よ
う
に
第
二
代
チ
ン
チ
ョ
ン
伯
爵
、
第
三
代
チ
ン
チ
ョ
ン
伯
爵
は

（
２
）
（
８
）

フ
ェ
リ
ペ
ニ
世
の
宮
廷
に
奉
仕
し
た
。
ヴ
ェ
サ
リ
ウ
ス
は
一
五
六
三
年
ま
で
フ
ェ
リ
ペ
ニ
世
に
つ
か
え
、
年
代
か
ら
見
る
と
、
第
二
代
チ
ン

チ
ョ
ン
伯
爵
ペ
ド
ロ
・
フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ス
が
ヴ
ェ
サ
リ
ウ
ス
と
面
識
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

（
蛇
）

横
道
に
そ
れ
る
が
、
一
五
八
四
年
二
月
一
四
日
、
ス
ペ
イ
ン
を
訪
れ
た
わ
が
天
正
少
年
使
節
を
引
見
し
た
の
が
フ
ェ
リ
ペ
ニ
世
で
あ
る
。

二
日
後
、
少
年
使
節
は
完
成
し
た
ば
か
り
の
エ
ル
・
エ
ス
コ
リ
ア
ル
宮
殿
に
案
内
さ
れ
た
が
、
第
三
代
チ
ン
チ
ョ
ン
伯
爵
デ
ィ
エ
ゴ
・
フ
ェ

（
６
）

ル
ナ
ン
デ
ス
は
、
こ
の
宮
殿
の
建
設
に
重
要
な
役
割
を
果
し
た
。
少
年
使
節
引
見
に
侍
立
し
た
多
く
の
貴
族
の
中
に
、
第
三
代
チ
ン
チ
ョ
ン

伯
爵
の
姿
を
想
像
す
る
の
は
不
当
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

キ
ナ
が
ョ
－
ロ
ッ
パ
に
渡
来
す
る
前
の
世
紀
、
一
六
世
紀
は
、
ヴ
ェ
サ
リ
ウ
ス
の
よ
う
に
、
近
世
ョ
－
ロ
ッ
パ
医
学
が
新
し
い
潮
流
を
生

ん
だ
時
代
で
あ
っ
た
。
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
も
ア
ン
ブ
ロ
ワ
ー
ズ
・
パ
レ
も
一
六
世
紀
の
人
で
あ
る
。
次
の
一
七
世
紀
は
、
生
理
学
の
時
代
と
呼

ば
れ
る
。
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
の
血
液
循
環
の
業
續
が
ガ
レ
ノ
ス
を
超
え
た
の
も
、
一
七
世
紀
で
あ
っ
た
。

ス
ペ
イ
ン
の
哲
学
者
オ
ル
テ
ガ
は
、
キ
ナ
が
輸
入
さ
れ
た
と
さ
れ
る
時
期
の
一
六
三
○
年
ご
ろ
を
、
ョ
－
ロ
ッ
パ
史
の
上
で
中
世
が
克
服

（
魂
）

さ
れ
近
代
が
出
発
し
た
時
点
と
し
た
。
小
田
垣
雅
也
は
、
一
六
三
三
年
に
行
わ
れ
た
ガ
リ
レ
オ
・
ガ
リ
レ
イ
の
異
端
審
問
を
、
「
根
本
的
に
は

（
賂
）

人
間
の
思
考
の
方
向
が
逆
転
す
る
に
当
た
っ
て
の
摩
擦
な
の
で
あ
る
」
と
の
べ
た
。
一
六
二
○
年
に
は
、
清
教
徒
の
北
ア
メ
リ
カ
へ
の
植
民

が
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
カ
ト
リ
ッ
ク
諸
国
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
国
が
た
た
か
っ
た
三
十
年
戦
争
（
一
六
一
八
’
一
六
四
八
年
）

の
最
中
で
あ
っ
た
。
医
学
だ
け
で
な
く
、
ョ
Ｉ
ロ
ッ
パ
全
体
が
新
し
い
潮
流
に
乗
っ
て
動
き
出
し
た
時
期
に
、
キ
ナ
が
ョ
－
ロ
ッ
パ
に
輸
入

さ
れ
た
。
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こ
こ
で
、
オ
ル
テ
ガ
の
言
葉
に
か
か
わ
ら
ず
、
近
世
ス
ペ
イ
ン
が
、
宗
教
改
革
も
ル
ネ
サ
ン
ス
も
経
過
し
な
い
、
中
世
を
克
服
す
る
こ
と

の
出
来
な
か
っ
た
社
会
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
ス
ペ
イ
ン
で
は
、
一
九
世
紀
初
頭
ま
で
異
端
審
問
が
続
い
た
。
他
国
が
産
業
革
命
の

さ
か
り
に
あ
る
と
き
、
ス
ペ
イ
ン
は
中
世
を
引
き
ず
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
新
し
い
医
学
の
時
期
に
あ
り
、
ヴ
ェ
サ
リ
ウ
ス
の
影
響
が
あ
っ

て
も
、
当
時
の
ス
ペ
イ
ン
の
状
況
か
ら
す
る
と
、
ガ
レ
ノ
ス
の
学
説
が
一
度
に
力
を
失
う
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
中
で
、

キ
ナ
の
効
果
は
新
鮮
な
驚
き
を
生
じ
、
ガ
レ
ノ
ス
を
越
え
る
一
つ
の
契
機
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

い
く
つ
か
の
事
項
を
断
片
的
に
し
る
す
。

（
別
）

キ
ナ
樹
皮
は
、
新
大
陸
か
ら
ョ
Ｉ
ロ
ッ
パ
ヘ
輸
入
さ
れ
て
多
額
の
収
益
を
あ
げ
た
。
収
奪
は
新
大
陸
植
民
地
の
富
を
枯
渇
さ
せ
、
ス
ペ
ィ

（
岨
）

ン
新
大
陸
植
民
地
の
一
七
世
紀
は
「
停
滞
の
世
紀
」
と
呼
ば
れ
る
。
キ
ナ
は
、
新
大
陸
か
ら
の
最
後
の
輝
き
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
キ

（
７
）

ナ
は
輸
入
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
栽
培
の
努
力
が
な
さ
れ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
が
重
要
な
産
地
と
な
っ
た
。

（
閉
）

キ
ナ
は
中
国
へ
も
知
ら
れ
、
『
本
草
綱
目
拾
遺
』
に
金
鶏
勒
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
。

（
郡
）

日
本
で
は
、
シ
ー
ボ
ル
ト
が
使
用
し
た
薬
剤
の
中
、
島
津
斉
彬
の
病
床
で
使
用
さ
れ
た
中
に
も
、
キ
ナ
が
あ
る
。

一
八
二
○
年
、
ペ
ル
テ
ィ
エ
令
呂
里
冒
》
］
．
）
と
カ
ヴ
ァ
ン
ト
ゥ
（
９
ぐ
９
８
厘
ゞ
］
・
因
）
は
、
キ
ナ
樹
皮
か
ら
キ
ニ
ー
ネ
と
シ
ン
コ
ニ
ン

一
八
二
○
岸

（
７
）
（
”
）

を
分
離
し
た
。

謝
辞

こ
の
研
究
の
文
献
収
集
に
種
々
ご
援
助
を
い
た
だ
い
た
、
福
井
県
立
大
学
情
報
セ
ン
タ
ー
伊
井
敦
子
司
書
、
福
井
県
立
病
院
図
書
室
前
田
範
子

こ
れ
ら
の
事
項
は
キ
ナ
伝
説
の
枠
を
超
え
、
薬
史
学
の
領
域
に
属
す
る
と
思
わ
れ
る
の
で
詳
し
い
こ
と
は
省
略
す
る
。

七
、
そ
の
後
の
キ
ナ
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注
ｌ
・
こ
こ
で
医
学
、
薬
学
以
外
の
一
般
害
を
引
用
し
た
の
は
、
ア
ナ
・
デ
・
オ
ソ
ー
リ
オ
を
主
人
公
と
し
た
点
で
、
後
に
の
べ
る
よ
う
に
キ
ナ
伝

説
の
や
や
古
い
形
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

注
２
．
９
月
ｇ
ご
画
は
、
ス
ペ
イ
ン
で
は
呂
冒
の
宮
口
山
、
９
．
８
口
四
の
両
様
に
綴
ら
れ
る
。

注
３
．
著
者
の
思
今
○
門
四
冒
両
貝
国
狩
○
（
ペ
ド
ロ
・
ラ
イ
ン
・
エ
ン
ト
ラ
ル
ゴ
）
（
一
九
○
八
ｌ
）
は
高
名
な
医
史
学
者
で
あ
る
と
共
に
、
二
○
世

紀
後
半
の
ス
ペ
イ
ン
思
想
界
を
代
表
す
る
と
い
わ
れ
る
碩
学
。
マ
ド
リ
ッ
ド
大
学
の
学
長
も
務
め
た
。

注
４
．
副
王
制
は
、
新
大
陸
で
始
ま
っ
た
の
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
ス
ペ
イ
ン
の
支
配
下
に
あ
っ
た
ナ
ポ
リ
の
、
ナ
ポ
リ
副
王
と
い
う
職
名
も
す
で

に
あ
っ
た
。
ま
た
副
王
職
の
意
味
が
同
じ
か
ど
う
か
不
明
だ
が
、
ス
ペ
イ
ン
国
内
の
場
合
も
ナ
バ
ラ
副
王
と
い
う
名
称
が
文
献
に
見
ら
れ
る
。

注
５
．
９
ａ
①
窟
は
、
現
在
は
○
○
且
の
切
煙
と
綴
る
。

注
６
・
ハ
ギ
ス
と
ゲ
ラ
の
論
文
は
、
キ
ナ
の
植
物
学
的
、
薬
学
的
考
察
を
含
む
が
、
こ
の
点
の
議
論
は
省
略
し
た
。

司
書
、
北
里
大
学
白
金
図
書
館
、
日
本
大
学
薬
学
部
図
書
館
、
中
京
女
子
大
学
図
書
館
、
東
海
大
学
付
属
図
書
館
伊
勢
原
分
館
、
慶
応
大
学
北
里
記
念

図
書
館
、
新
潟
大
学
付
属
図
書
館
、
東
京
大
学
教
養
学
部
図
書
館
、
福
井
市
立
図
書
館
、
金
沢
市
立
泉
野
図
書
館
に
深
謝
す
る
。

（
こ
の
論
文
の
要
旨
の
一
部
は
、
平
成
八
年
六
月
第
九
七
回
日
本
医
史
学
会
総
会
に
お
い
て
発
表
し
た
）

（
１
）
国
侭
唱
の
』
シ
，
言
出
目
烏
日
の
目
且
の
旬
。
『
の
冒
号
①
８
号
巨
禺
○
昼
○
斤
目
ｇ
ｏ
目
》
習
匡
閏
里
．
三
＆
．
、
弓
陛
目
上
＄
面
訟
凸
縄
↓
己
虐

（
２
）
泉
彪
之
助
「
キ
ナ
伝
説
の
里
、
チ
ン
チ
ョ
ン
と
チ
ン
チ
ョ
ン
伯
爵
夫
人
」
、
『
日
本
医
史
学
雑
誌
」
四
二
巻
四
号
、
一
九
九
六
年

（
３
）
『
ブ
ル
ー
ガ
イ
ド
・
ワ
ー
ル
ド
ス
ペ
イ
ン
」
八
三
頁
、
実
業
之
日
本
社
、
一
九
九
○
（
平
成
二
年
）

（
４
）
石
坂
哲
夫
『
や
さ
し
い
く
す
り
の
歴
史
」
五
四
頁
、
南
山
堂
、
一
九
九
四
（
平
成
六
年
）

（
５
）
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ラ
ウ
ォ
ー
ル
著
、
清
水
藤
太
郎
・
難
波
恒
雄
訳
『
世
界
薬
学
史
」
一
三
四
頁
、
科
学
書
院
、
一
九
八
一
（
昭
和

（
６
）
当
○
＄
目
巴
凹
く
の
国
の
（
）
ｓ
ｏ
四
”
○
富
国
９
５
国
》
国
耐
ｇ
岡
田
》
Ｐ
目
①
》
⑦
四
の
旬
日
］
○
日
田
）
国
①
の
目
印
，
臼
ロ
シ
ョ
函
○
⑩
》
切
醇
．
ゞ
昌
幽
島
国
》
己
君

（
７
）
テ
イ
ラ
ー
著
、
難
波
恒
雄
、
難
波
洋
子
訳
『
世
界
を
変
え
た
薬
用
植
物
」
、
創
元
社
、
一
九
七
二
（
昭
和
四
七
年
）

参
考
文
献

注
五
六
年
）
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（
８
）
勺
①
ｓ
ｄ
Ｆ
ｍ
冒
両
【

国
四
【
○
座
ｇ
‐
国
・
』
＠
や
↑

（
叩
）
国
本
伊
代
『
概
説
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
史
」
、
新
評
論
、
一
九
九
四
（
平
成
六
年
）

（
Ⅲ
）
飯
塚
一
郎
『
大
航
海
時
代
へ
の
イ
ベ
リ
ア
』
、
中
公
新
書
、
一
九
八
一
（
昭
和
五
六
年
）

（
皿
）
寺
田
和
夫
『
イ
ン
カ
の
反
乱
』
、
思
索
社
、
一
九
九
二
（
平
成
四
年
）

（
昭
）
江
村
洋
「
カ
ー
ル
五
世
、
中
世
ョ
－
ロ
ッ
パ
最
後
の
栄
光
」
、
東
京
書
籍
、
一
九
九
二
（
平
成
四
年
）

（
Ｍ
）
林
屋
永
吉
ほ
か
「
ス
ペ
イ
ン
黄
金
時
代
」
、
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
九
二
（
平
成
四
年
）

（
喝
）
中
川
浪
子
『
聖
イ
グ
ナ
チ
オ
・
デ
・
ロ
ョ
ラ
」
、
中
央
出
版
社
、
一
九
九
三
（
平
成
五
年
）

（
妬
）
小
田
垣
雅
也
「
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
』
、
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
五
（
平
成
七
年
）

（
Ⅳ
）
艀
冨
豊
曽
５
国
且
○
、
本
文
参
照
、
（
１
）
よ
り
引
用

（
略
）
盲
月
冒
・
留
匡
庁
国
昂
言
冒
黛
日
四
日
四
国
易
９
］
耳
ｇ
〕
の
ヨ
９
○
．
四
．
呼
吋
ｇ
の
目
く
＄
ヨ
国
巳
・
陣
冨
８
．
・
曽
瞠
雪
Ｉ
お
Ｐ
ら
謡

（
⑲
）
三
四
１
台
四
日
》
Ｑ
の
ョ
①
具
の
詞
叩
醇
巨
の
目
○
胃
＆
弓
の
目
心
身
シ
己
四
号
○
い
○
司
旨
ゞ
○
○
二
具
①
印
の
具
ｇ
旨
呂
○
口
》
冒
且
○
口
．
昂
忌
．
（
１
）
よ
り
引
用

（
鋤
）
艀
昌
扁
》
シ
吋
呂
．
⑦
９
．
号
旨
具
．
ご
凸
ふ
匡
日
四
余
．
（
１
）
よ
り
引
用

（
幻
）
小
川
鼎
三
『
医
学
の
歴
史
」
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
四
（
昭
和
四
九
年
）

（
犯
）
松
田
毅
一
「
史
證
天
正
遺
欧
使
節
」
、
講
談
社
、
一
九
七
七
（
昭
和
五
二
年
）

（
羽
）
色
摩
力
男
『
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④
的
［FablesandFactsonCinchona;theCountessofChinchonortheJesuits

byHyonosukelZUMI

1．InafamouslegendabouttheintroductionofcinchonabarkintoEurope,theCountessofChinchon,a

VicereineofPeru,playedanimportantrole.Thebackgroundofthelegendandtheprocessofits

formationanddenialhavebeenstudied.

2.AccordingtoA.W.Haggis,thelegendwasoriginallystartedbyAntonioBado,aGenoesephysicianin

thel7thcentury.

3.ButasnodescriptionoftheillnessoftheCountesshasbeenfoundintheofficialdiaryoftheViceroy,

thelegendisnotsupportedbyhistoricalrecords.

4.AlongwiththeCountessofChinchon,theJesuitsarenamedinthelegendashavingparticipatedinthe

introductionofthebarkintoEurope.JuanCardinaldeLugowasoneofthemainfiguresinthisprocess.

5.TheeffectofcinchonaonfebrilediseasesprovokedantagonismamongphysiciansoftheGalenic

school.
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